
（　　　Ｋ）
　　　5の内
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保育標準時間 保育短時間

円 円

第   ２

全

半

全

半

全

半

全

半
（9,000） （9,000）

全

半

全

半

全

半

全

半

全

半

全

半

全

半

全

半

全

半

全

半

全

半

備考１

均等割の額のみ

市
町
村
民
税
の
所
得
割
額
の
区
分
が
次
の
区
分
に
該
当
す
る
世
帯

９７，０００円以上
１３２，６００円未満

１３２，６００円以上
１６９，０００円未満

２０２，０００円以上
２３５，０００円未満

２３５，０００円以上
２６８，０００円未満

（所得割の額のない世帯）

１６９，０００円以上
２０２，０００円未満

指定都市に住所を有していた世帯については、平成３０年度から指定都市で課税された場合の市町村民税の税率が８％となるため、
戸田市の区域内に住所を有する者とみなして（市町村民税率を６％とみなす。）、保育料を算定します。

４月分から８月分の保育料については、入所年度の前年度、９月分から３月分の保育料については、入所年度の課税状況を基に算定
します。

保育標準時間とは１日１１時間まで保育の利用が可能となる認定区分であり、保育短時間とは１日８時間まで保育の利用が可能とな
る認定区分となります。

３歳未満児として保育を受けた児童の保育料は、当該児童がその年度中に年齢が３歳に達しても、その年度中は当初の３歳未満児の
保育料による。

第   １５

第   １４

税額については、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除等を控除する前の額から算出します。

保護者の市民税所得割額が一定以下の場合で、保護者と生計が同一の多子世帯については上の子の年齢にかかわらず、在籍園児の保
育料が第２子半額、第３子以降無料となり、ひとり親世帯等（ひとり親世帯・在宅障害児（者）のいる世帯）については、在籍園児
の保育料が第１子が半額以下、第２子以降無料となります。

３３３，０００円以上
３６５，０００円未満

祖父母同居世帯の保育料については、同居祖父母等が家計の主宰者と認められる場合には、その祖父母の課税状況により保育料を決
定します。家計の主宰者である祖父母以外は、税額合算対象から除外します。詳細は戸田市役所保育幼稚園課のホームページをご覧
ください。

同一世帯から２人以上の児童が、該当する保育施設、幼稚園、認定こども園及び企業主導型保育所等に入所している場合、第２子の
児童に係る保育料は半額、第３子以降の児童に係る保育料は無料となります。

第   １２

３６５，０００円以上
３９７，０００円未満

第   １６

２６８，０００円以上
３０１，０００円未満

３０１，０００円以上
３３３，０００円未満

第   ８

第   ４

第   ５

３９７，０００円以上

第   ７

７７，１０１円以上
９７，０００円未満

４８，６００円以上
５８，８００円未満

第   １０

第   １１

 　保育料 （月額）

幼児教育・保育無償化により０円
※給食費、延長保育料は対象外

第   １

第   ９

第   ３

生活保護法による被保護世帯
里親が教育・保育給付認定保護者等である世帯

市町村民税非課税世帯

４８，６００円未満

第　６

戸田市保育料徴収基準額表（令和5年度）

　 上段（全）／全額　児童が1人入所している場合の額
　　　　　　　　　　　　　　　下段（半）／半額　児童が2人以上入所している場合などの1/2の額（備考1、２）

※ 備考１に該当する場合は、「在園証明書」等が必要となる場合があります。

※カッコ内はひとり親世帯等（ひとり親世帯・在宅障害児（者）のいる世帯）

５８，８００円以上
７７，１０１円未満

３歳未満児クラス所得などの状況・世帯階層区分の定義世帯階層区分

第   １３

３歳以上児クラス

 
 

◆申込みに必要な提出書類について◆ 
① 保育施設等利用申込書（所定用紙）      

② 家庭の状況届出書（所定用紙）※①②は11ページ以降の記入例を参考にご記入ください。 

③ 教育・保育給付認定申請書（所定用紙） 

（令和４年度以前に保育施設等利用申込みを行っているなど、既に認定を受けている方は不要） 

④ 保育が必要であることを証明する書類 

保育が必要な状況 必要となる書類※保護者（父・母）の分が必要です。 
写し

可 

就労している 
（就労内定含む） 

就労証明書（証明日が３か月以内） 

〇 ※自営業の方は勤務実績の分かる書類の提出が必要です。（確定申告書、
営業許可証、開業届、請負契約書などのいずれか１つ） 

育児休業中 
産前産後休暇中 

就労証明書（証明日が３か月以内） 
※入所する月内に職場復帰することが条件です。 
※育児休業（産前産後休暇）取得中の方は、産前産後休暇期間及び育児休
業期間の記載が必須です。 

〇 

 

介護・看護を 
している 

（１）介護・看護状況申告書  

（２） 
診断書（病院の書式）  

または 身体障害者手帳など ○ 

在学中(※通信は不可) 在学証明書または学生証、及び時間割 ○ 

 
⑤ その他の書類  ※下記の状況に該当する方のみ提出していただきます。        

ひとり親世帯の方 
戸籍謄本、戸籍届出受理証明（離婚の記載のあるもの）、児童扶養手当証
書などのいずれか１つ 

○ 

別居中の方 
離婚調停中である又は裁判中であることを証明する書類 
（調停期日通知書など） 

○ 

生活保護受給中の方 生活保護受給証明書  

在宅障がい児(者)の 
いる世帯 

次のうち該当するいずれか一つ 
（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手
当証書、国民年金・厚生年金保険年金証書（障害基礎年金）） 

○ 

認可外保育施設を 
利用中の方 

保育受託証明書（所定用紙）  

申込児童が 
幼稚園に在園中の方 

幼稚園在園証明書  

申込児童のきょうだ
いが幼稚園に在園中
の方 

令和 5 年４月以降に発行される幼稚園在園証明書 
 

戸田市内または蕨市 
内の認可保育施設の 
常勤保育士、保健 
師、看護師、准看護 
師の方で、優先利用 
を希望の方 

（１）左記に該当する資格の証明書（免許状） ○ 

（２）優先利用誓約書（所定用紙） 

※認可保育施設とは地域型保育（小規模保育事業所、事業所内保育事業所）及

び認可保育所とする。 

※月 20 日以上 1 日 6 時間以上の勤務または採用予定の場合のみ 

 

外国籍の方 在留カード（表裏） ※父・母・申込み児童の分 ○ 

戸田市に 
転入予定の方 

（１）転入に関する誓約書  

（２）賃貸借契約書・売買契約書等戸田市への転入がわかる書類または同
居に関する申立書（所定用紙）※申込み受付はお住まいの自治体です。 

○ 

単身赴任中の方 
左記を証明する書類（単身赴任先の賃貸借契約書、住民票、公共料金領収
書等居住実態が判明するものなど） 

○ 

病気や障害がある 

（１） 診断書（所定用紙）※原本のみ 
※１か月以上の入院（予定）の方のみ入院計画表が必要です。 

（２） 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など 
（該当者のみ） 

○ 

出産予定 母子健康手帳の表紙及び出産予定日記載部分 ○ 
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第 号様式 第 条関係

① 保 育 施 設 等 利 用 申 込 書 児 童 台 帳 【記入例】

提出日 令和 年 １月２ 日

宛先

戸田市福祉事務所長

〒 －

住 所 戸田市上戸田

保護者氏名 ○○ ○○ ○○ ○○

自宅電話 （ ） －

携帯 父 （ ）●●●●－××××

携帯 母 （ ）△△△△－□□□□

保育施設等への利用について、次のとおり申し込みます。

利用を希望する児童 生年月日 性別

フリガナ ○○○ ○○○
２・ ・ ○

氏名 ○○ ○○

保育利用希望期間 令和５ 年 月１日から
１．小学校就学まで

２． 年 月 日まで

利用希望保育施設

第１希望 ○○保育園 第６希望 ○○小規模保育園

第２希望 ○○保育園

第３希望 ○○小規模保育園

第４希望 ○○保育園

第５希望 ○○小規模保育園

同

居

の

家

族

フ リ ガ ナ
続柄 生 年 月 日 保 育 が 必 要 と な る 要 件

氏 名

○○○ ○○○

父 Ｓ ８・ ・

１ 就労 ２ 出産（予定日： 年 月 日）

３ 介護・看護 ４ 在学（小・中・高・大・専門 年）

５ 求職・採用内定 ６ 病気・障害

７ 保育施設等利用（施設名： ）

８ その他（ ）

○○ ○○

○○○ ○○○

母 Ｓ ・ ・

１ 就労 ２ 出産（予定日： 年 月 日）

３ 介護・看護 ４ 在学（小・中・高・大・専門 年）

５ 求職・採用内定 ６ 病気・障害

７ 保育施設等利用（施設名： ）

８ その他（ ）

○○ ○○

○○○ ○○○

兄 Ｈ ・ ・

１ 就労 ２ 出産（予定日： 年 月 日）

３ 介護・看護 ４ 在学（小・中・高・大・専門 年）

５ 求職・採用内定 ６ 病気・障害

７ 保育施設等利用（施設名： ）

８ その他（ ）

○○ ○○

○○○ ○○○

祖父 ・８・

１ 就労 ２ 出産（予定日： 年 月 日）

３ 介護・看護 ４ 在学（小・中・高・大・専門 年）

５ 求職・採用内定 ６ 病気・障害

７ 保育施設等利用（施設名： ）

８ その他（ ）

○○ ○○

○○○ ○○○

祖母 Ｓ ・ ・

１ 就労 ２ 出産（予定日： 年 月 日）

３ 介護・看護 ４ 在学（小・中・高・大・専門 年）

５ 求職・採用内定 ６ 病気・障害

７ 保育施設等利用（施設名： ）

８ その他（ 無職 ）
○○ ○○

申込書の提出日を必ず記入

してください。

両親の場合は両親連名で、

ひとり親の場合は一名で

記入してください。

・第 希望以降もある場合

は記入してください。

・ ～ 歳児クラスまでは

小規模保育事業実施施設も

希望可能です。

それぞれの方の申込み

時点での状況に該当す

る番号に〇をつけてく

ださい。

◎下記の該当する番号に〇を付けてください。

1 認定済

2 未認定

◎下記の該当する番号に〇を付けてください。

1 自宅で【 父 ・ 母 ・ 祖父 ・ 祖母 ・ その他（　　　　）】が保育している。

≪要件：産後休暇 ・ 育児休業 ・ 内職 ・ 自営 ・ 採用内定 ・ 求職 ・その他（　　　　　） ≫

2 　　　　年　　月から【 父　・　母　・　その他（　　　）】の職場に同行している。

3 別居祖父母【 父方 ・ 母方 】に預けている。

4 認可外保育施設（　　　　　　　　　　　　　）に預けている。

5 　　　　　年　　　月から認可保育所（幼稚園）に通っている。

　→市区町村名（　　　　　　　　　）、保育所（幼稚園）の名称（　　　　　　　　　　）

6 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４に〇を付けた方 　　　　年　　月　　日から週　　　日、　　時から　　時まで預けている。

◎下記の該当する項目に関して記入してください。

◎下記の該当する項目に関して記入してください。

単身赴任    ☑無　　　□有（赴任先市区町村：　　　　　　　）（保護者：□父・□母）

年間を通して月１５泊以上の宿泊を伴う出張    □無　　　☑有（主な出張先：　　　北海道　　　）（保護者：☑父・□母）

育児休業中での
申込みの方

利用開始月中に職場に復帰することを前提として利用調整し、利用承諾期間は2か月間となります。
よって、利用開始月中に復職し、利用開始月翌月の15日までに就労証明書（復職日以降の証明日）を提出すること
によって、利用承諾期間は最大就学前まで延長されます。

誓　約　書

就労証明書の提出ができない場合は、退所します。

保護者氏名　　〇〇　　〇〇　　　　　　                             　　　　　　　

今回の保育施設利用申込みの目的が、育児休業給付金の延長手続きである場合には右の□に
チェックを入れてください。
※チェックを入れた場合でも、利用調整にかかります。（指数計が一律で－１００点となりま
す）その結果、希望施設に内定した場合には、上記内容にて復職していただくことになります。
※チェックを入れた場合、申込み年度内は同内容での利用調整となります。申込み内容変更希望
の場合、申込み期日までに変更届及び就労証明書をご提出ください。

延長希望である

□

求職中・採用内
定・月64時間未
満労働での申込

みの方

求職中・採用内定・月64時間未満労働の方の利用承諾期間は2か月間となります。
利用開始月中（求職中の場合は、利用開始月翌月15日まで）に勤務を開始し、利用開始月翌月の15日までに
就労証明書を提出することによって利用承諾期間は最大就学前まで延長されます。

誓　約　書

就労証明書の提出ができない場合は、退所します。

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         

利　用　申　込　み　に　関　す　る　確　認　票

教育・保育給付
認定の有無 ※「２ 未認定」に○を付けた場合は、教育・保育給付認定申請書を

　提出してください。

現在の
保育状況

きょうだい同時
の申込みの方

同時申込み児童

氏名：　　　　　　　　（　　　年　　月　　日生） 氏名：　　　　　　　　（　　　年　　月　　日生）

選択肢はい

⑦

⑤

③

いいえ

はい

下の子

上の子

はい

いいえいいえ

はい

いいえ

同
時
期
の
み
入
所
希
望

同
園
の
み
希
望

同
園
の
み
希
望

希望順位を下げてでも
きょうだい同園を優先

別々の園なら入所可能な
場合に優先したい児童

希望順位を下げてでも
きょうだい同園を優先

はい

いいえ

※同時に申込みする児童が３名以上の方または、その他詳細なきょうだいの入所条件をご希望の方は⑧を選択いた
だき、申込書裏面の備考欄に意向をご記載ください。
※きょうだいが先に入園した場合は、きょうだいの園を第一希望とすることで加点がありますので、加点をご希望
の方は改めて「保育施設等入所希望変更届」をご提出ください。

①

②

④

⑥

令和4年度以前に保育施設等の利用申込みをする
などして、既に教育・保育給付認定を受けている
場合は「１」に○をつけてください。

申込み時点でお子様の保育
をどのように行っているか
記入してください。

きょうだい同時で申込みをする場
合は該当の選択肢を記入してくだ
さい。

申込み時点で求職中・採用内
定・月６４時間未満労働の場
合はこちらに記入してくださ
い。

申込み時点で育児休業中の場
合はこちらに記入してくださ
い。

今回の申込みの目的が育児休業の延長
である場合は、チェックをつけてくだ
さい。その場合でも上の誓約書欄の記
入は必要となります。

該当の選択肢にチェックをつけてください。




